
『
冬
期
福
祉
手
当
』申
請
受
付
中

　

高
齢
の
方
や
心
身
に
障
が
い
の

あ
る
方
の
冬
期
間
の
在
宅
福
祉
の

向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、「
冬

期
福
祉
手
当
」を
給
付
し
ま
す
。

【
給
付
対
象
世
帯
】

　

町
内
に
住
所
を
有
す
る
世
帯
の

う
ち
、
在
宅
で
次
の
①
か
ら
⑧
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
町
民
税
非

課
税
世
帯
が
対
象
で
す
。た
だ
し
、

生
活
保
護
世
帯
は
対
象
か
ら
除
き

ま
す
。

①
満
75
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の

世
帯

②
満
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
、
最

初
の
３
月
31
日
ま
で
の
児
童
を

扶
養
す
る
ひ
と
り
親
世
帯

③
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
対

象
障
が
い
児
が
い
る
世
帯

④
特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福

祉
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
が

い
る
世
帯

⑤
療
育
手
帳
Ａ
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方
が
い
る
世
帯

⑥
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２
級

の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
が
い

る
世
帯

⑦
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

級
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
が

い
る
世
帯

⑧
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証（
国

が
定
め
る
疾
患
に
限
る
）の
交

付
を
受
け
て
い
る
方
が
い
る
世

帯
【
手
当
の
金
額（
年
額
）】

　

一
世
帯
あ
た
り　

　

１
０
，０
０
０
円

【
申
請
手
続
き
】

　

申
請
者
は
世
帯
主
で
す
。

①
必
要
な
も
の

　

世
帯
主
名
義
の
預
貯
金
通
帳
、

給
付
対
象
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
も
の（
各
種
手
帳
、
特
定
疾
患

医
療
受
給
者
証
、
ひ
と
り
親
家
庭

等
医
療
費
受
給
者
証
、
児
童
扶
養

手
当
証
書
な
ど
）

※
代
理
人
が
申
請
書
を
提
出
す
る

場
合
も
こ
れ
ら
を
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

②
受
付
期
限

　

令
和
６
年
３
月
29
日（
金
）

※
申
請
は
な
る
べ
く
お
早
め
に
お

願
い
し
ま
す
。

③
手
続
き
先

《
八
雲
地
域
》

・
保
健
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係

（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）

・
住
民
生
活
課
社
会
係

・
落
部
支
所

《
熊
石
地
域
》

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
保
健
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係

（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）

　
☎
0
1
3
7
│
64
│
2
1
1
1

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課  

　

☎
0
1
3
9
8
│
2
│
3
1
1
1

　

障
害
者
基
本
法
で
は
、
毎
年
12

月
3
日
か
ら
9
日
ま
で
を「
障
害

者
週
間
」と
定
め
て
い
ま
す
。

　

町
で
も
障
が
い
に
関
す
る
理
解

を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的

に
、「
障
が
い
者
週
間
ポ
ス
タ
ー
展
」

を
開
催
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧

く
だ
さ
い
。

【
開
催
場
所
・
日
時
】

・
図
書
館

　

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

　

11
月
28
日（
火
）〜

　

12
月
10
日（
日
）

・
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ

　

ア
ー
ト
回
廊

　

12
月
２
日（
土
）〜
10
日（
日
）

・
熊
石
総
合
支
所 町

民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

　

12
月
２
日（
土
）〜
10
日（
日
）

・
八
雲
総
合
病
院 

精
神
科
外
来

　

12
月
２
日（
土
）〜
10
日（
日
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
保
健
福
祉
課
障
が
い
者
福
祉
係

（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）

　
☎
0
1
3
7
│
64
│
2
1
1
1

障
が
い
者
週
間
ポ
ス
タ
ー

展
を
開
催
し
ま
す

11月1日
から

　

児
童
・
生
徒
の
い
じ
め
、
家
庭

内
の
い
ざ
こ
ざ
、
相
隣
関
係
等
、

身
近
な
心
配
ご
と
に
つ
い
て
、
ご

相
談
に
応
じ
ま
す
。

【
日
時
・
場
所
】

〇
12
月
１
日（
金
）

　

午
後
１
時
〜
３
時

　

熊
石
総
合
支
所　

町
民
相
談
室

〇
12
月
４
日（
月
）

　

午
後
１
時
〜
３
時

　

八
雲
町
公
民
館　

第
２
会
議
室

【
八
雲
町
の
人
権
擁
護
委
員
】

《
八
雲
地
域
》

・
山
中　

義
廣　
　
　
　

三
杉
町

・
佐
々
木
一
也　
　
　
　

末
広
町

・
林　
　

英
也　
　
　
　

落　

部

・
長
野
喜
美
子　
　
　
　

栄　

町

《
熊
石
地
域
》

・
佐
藤　

玲
子　
　

熊
石
相
沼
町

・
荒
谷　

佳
弘　
　

熊
石
西
浜
町

【
問
い
合
わ
せ
先
】　

　
総
務
課
総
務
係　

　
☎
0
1
3
7
―
62
―
2
1
1
1

「
無
料
人
権
相
談
」を

　
　
　
　
開
催
し
ま
す
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